
危 機 発生時 の �
職員行動基準�
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危 機 が 発 生 し た ら !?
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●震度3以上�
●津波注意報�
●津波警報�

●武力攻撃事態�
●武力攻撃予測事態�
　・弾道ミサイル攻撃�
　・ゲリラ等による攻撃 等�

●県行政の運営に重大な
支障が生じる事態�

●県民の生命・身体及び
財産に重大な被害又
は損失が生じる事態�

災　害� 有　事（国民保護）�

その他の危機（災害、有事以外の危機）�

地　震� 武力攻撃事態等�

　・大規模テロ 等�

緊急対処事態�

●気象業務法に基づく警報�
　（波浪、高潮、大雪警報を除く）�
●大規模火災・爆発等の災害�
　（災害対策基本法第2条第1号
に定める災害）�

風水害等�

P2

P5所管が明確な場合�

P6所管が不明確な場合�
各所管部局で対応�

P3 P4

被害状況及び各部局の応急対策実施状況等の�
報告を受け、防災対策全般を総括指示�

・指定行政機関等への応急措置要請�
・他県等への応援要請�
・自衛隊への災害派遣要請�
・市町長が実施すべき措置の代行等�

［指示事項］�

災害発生時初動対応フロー�

1. 地震発生時�
【災害対策本部設置】� 【災害対策本部設置】�

災害対策本部設置の�
是非の判断�

●震度5弱未満で�
　あっても災害が�
　発生した場合�

�
地
震
発
生�

●震度5弱以上�
●津波警報�

�
地
震
発
生�

知 事�

秘書課等を通じ、報告を受ける�秘書課等を通じ、報告を受ける�

登庁�

必要に応じ登庁�

災害対策本部設置の�
是非の判断�

必要に応じ登庁�

被害状況及び各部局の応急対策実施状況等の�
報告を受け、防災対策全般を総括指示�

・指定行政機関等への応急措置要請�
・他県等への応援要請�
・自衛隊への災害派遣要請�
・市町長が実施すべき措置の代行等�

［指示事項］�
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●気象業務法に基づく�
　「警報」の発表�
（波浪、高潮、大雪警報を除く）�

●大規模火災・爆発等の�
　災害が発生した場合�

2. 風水害等発生時�

秘書課等を通じ、報告を受ける�

必要に応じ登庁�

秘書課等を通じ、報告を受ける�
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有事の初動対応フロー� 知 事�

●武力攻撃事態等の可能性の�
　ある事案の発生を把握した場合�
（原因者、発見者、消防機関、警察、その他）�

※緊急対処事態の場合も同様�

本県内で事案は発生�
していないものの、�
国において武力攻撃�
事態等の認定が行わ�
れた場合�

初
動
対
応�

本
格
対
応�

●緊急事態連絡室設置の是非の判断�

緊急事態連絡室（3段階の体制 ※P9）�

県国民保護対策本部（全職員）�

秘書課等を通じ、�
報告を受ける�

必要に応じ登庁�

登　庁�

※内閣総理大臣の�
　通知に基づく設置�

◎被害状況及び各部局の国民保護措置実施状況等の報告を受け、�
　国民保護措置全般を総括指示�

【指示事項】�
・指定行政機関等への国民保護�
　措置の実施要請�
・他県等への応援要請�

�
・自衛隊への国民保護等派遣要請�
・市町長が実施すべき措置の代行等�

【緊急事態連絡室設置】�

調整部局�
（危機管理課）�

調整部局�
（危機管理課）�

所管部局�

所管部局�

所管部局�

その他の�
部局�

災害・有事以外の危機�
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勤務時間内�勤務時間外�
（当直員経由）�

勤務時間内�

第
1
報
受
信�

初
動
対
応�

本
格
対
応�

危機発生�

連
絡
・
連
携�

連
絡�

指導・助言�

指導・�
助言�

指導・助言�

原因者、発見者、消防、警察、その他�

●災害・有事以外で県民の生命、�
　身体及び財産に重大な被害又は損失が生じる事態�

　災害・有事以外の危機により被害が発生し、又は発生するお
それが生じた場合において、その対策を総括的かつ統一的に
実施する必要があると認められるとき、災害対策本部に準じた「対
策本部」を設置して対応�

　1. 所管が明確な場合�
　　・各所管部局で直ちに、初動対応・本格対応（対策本部の設
　　・置を含む）を行う。�
　　・また、速やかに危機管理課に概要を報告する。�
　　・危機管理課は、その状況を踏まえ、必要に応じて専門的・   
　　・技術的指導・助言を行う。�

勤務時間内�

調整部局�
（危機管理課）�

調整部局�
（危機管理課）�

調整部局�
（危機管理課）�

所管部局�

その他の�
部局�

勤務時間内�勤務時間外�
（当直員経由）�

第
1
報
受
信�

初
動
対
応�

本
格
対
応�

危機発生�

連絡�

原因者、発見者、消防、警察、その他�

※所管部局の決定�
※必要に応じて�
　対策本部を設置�

　2. 所管が不明確な場合�
　　・危機の担当部局が複数にまたがる場合や担当部局が不明    
　　・確な場合は、調整部局（危機管理課）において初動対応を  
　　・行うとともに、速やかに所管部局を明確にする（知事判断）。  

勤務時間内�

※知事判断�

連
絡�

※必要に応じて�
　対策本部を設置�

※知事判断�


